
 

 

 
 

改正入管法による新たな在留資格「特定技能」の外国人材について、県内企業における適正で円滑な

受入れを支援するため、県内企業等を対象に無料セミナーを開催します。 

特定技能の外国人材は、在留資格取得に必要な試験が免除される技能実習修了者からの移行が多く

なると見込まれているため、技能実習から特定技能への円滑な移行をテーマに、移行の法的手続きや、

適正な労務管理等をご説明します。外国人材の受入れをお考えの企業等は、ぜひご参加ください。 
 

日 時 令和元年８月２８日（水）１３:３０～１６:００ 

会 場 三木記念ホール（岡山市北区駅元町１９－２ 岡山県医師会館２階） 

対 象 新たな在留資格「特定技能」の外国人材の受入れを考えている県内企業等 

定員等 ３００名（先着順・参加無料） 

演題１ 

新たな在留資格「特定技能」の概要と技能実習から特定技能への円滑な移行 

(内容)特定技能の概要、技能実習との制度比較、移行の法的手続き、優良事例紹介等 

(講師)公益財団法人 国際研修協力機構（JITCO） 広島駐在事務所所長 

演題２ 

外国人を雇用する際の留意事項等 

(内容)労働契約の締結・解除、正しい労務管理・問題となる労務管理（事例を含む） 

(講師)厚生労働省 岡山労働局 労働基準部監督課長 

申込方法 
 

①又は② 

①下記の申込書をＦＡＸかメールで岡山県産業振興財団に送信 又は 

②ＨＰ「岡山県産業支援ネットワーク」内の申込フォームから申込み 

http://www.optic.or.jp/okayama-ssn/event_detail/index/1829.html 

申込期限 令和元年８月２２日（木） 

申込先 岡山県産業振興財団 総務企画課 浅田・美甘 （電話）０８６-２８６-９６６１ 

主 催 岡山県、(公財)岡山県産業振興財団 

 

 

申込書 
切り取らず、このまま岡山県産業振興財団に送信してください。 

ＦＡＸ ０８６-２８６-９６６２  メール ryuugakusei@optic.or.jp 

会社・団体名  

所 在 地  

電  話  ＦＡＸ  

E - m a i l  

所属部署   

役  職   

氏  名   

 

外 国 人 材 受 入 支 援 セミナー 
～技能実習から新たな在留資格「特定技能」への円滑な移行に向けて～ 

参加無料 

 

8/28(水) 

 


